
山梨県軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１ この補助金は、社会福祉法人が設置する軽費老人ホーム（以下「施設」という。）  

の運営に要する費用の一部について、予算の範囲内で施設に対して補助することに

より、その円滑な運営とサービスの質の向上を図ることを目的とするものであり、

その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）

に規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。 

（利用料）                                                                     

第２ 「山梨県軽費老人ホームに関する基準を定める条例」（平成２４年１２月２７日

山梨県条例第五十五号。以下「基準条例」という。）第１６条第１項第１号及び同

条第３項並びに附則第７条第１項第１号及び同条第３項の規定により知事が定める

利用料の額は、次のとおりとする。 

 １ 基準条例第１６条第１項第１号及び附則第７条第１項第１号のサービスの提供に

要する費用（以下「事務費」という。）の月額は、別表１の事務費基本額（月額）

に、「社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱について」（昭和   ６

３年５月２７日社施第８４号厚生省社会局長通知）の定めるところに準じ算定した

基本分の加算率を事務費基本額（月額）に乗じて得た額（円未満切捨て）を加算し

た額とする。  

  ２ 基準条例第１６条第１項第２号及び附則第７条第１項第２号の生活費の月額は、

別表３の額とする。                                                      

（補助対象）                                                                   

第３ この補助金は、事務費から別表２の本人からの徴収額を差し引いた額を補助の対  

象とする。                                                                  

（補助基準） 

第４ この補助金の交付額は、次によるものとする。 

  １ 施設の事務費実支出額と別表１に定める事務費の年間合計額（以下「事務費基準  

額」という。）とを比較し、いずれか少ない方の額から、施設の入所者本人（以下

「本人」という。）から徴収した事務費実徴収額（その額が別表２に定める本人か

らの事務費徴収額の年間合算額に満たないときは、当該年間合算額。以下「事務費

本人徴収額」という。）を控除して得た額を交付額とし、その額に千円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨てた額を交付額とする。 

 ２ 本人からの事務費徴収額は、施設への入所時及び毎年１回、本人から施設に提出

された市町村民税課税証明書及び源泉徴収票等の挙証資料を審査の上、施設長が決

定するものとする。 

 ３ 事務費とは、施設を運営するために必要な、職員の俸給、職員諸手当、賃金、社 

会保険料事業主負担金、旅費、庁費、修繕費、委託費、利用者保健衛生費及び備品

購入費等並びに人件費引当金、本部会計繰入金に充当する経費である。 

   



（補助条件） 

第５ この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 

 １ 施設の運営にあたっては、「基準条例」の定めるところに従わなければならない

こと。 

 ２ 事業を中止し、又は廃止するときは、知事の承認を受けなければならないこと。 

 ３ 補助金と事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした別紙による調書を作成

し、証拠書類とともに事業完了年度終了後５年間保管しておかなければならないこ

と。 

（補助金の交付申請） 

第６ この補助金の交付申請は、別紙様式１により作成した申請書１部を毎年度の５月

１日までに保健福祉事務所長に提出するものとする。 

第７ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、別紙様式２により作成した申請書１部を保健福祉事務所長が別に

定める日までに保健福祉事務所長に提出するものとする。 

（経理状況報告） 

第８ 補助事業の遂行状況につき、四半期ごとに別紙様式３により作成した経理状況報  

告書１部を各四半期の最終月の翌月の１５日までに保健福祉事務所長に提出するも

のとする。 

 ただし、最終四半期（１～３月）について、保健福祉事務所長が認めた場合には、

経理状況報告書の提出は要しないものとする。 

（事業実績報告） 

第９ 補助事業が完了したときは、事業完了後１か月を経過した日又は交付決定をした  

年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに別紙様式４により作成した実

績報告書１部を保健福祉事務所長に提出するものとする。 

（補助金の支払方法） 

第 10 この補助金は、保健福祉事務所長が必要と認めたときは、概算払いすることがで

きるものとし、補助事業者は、別紙様式５による概算払請求書を保健福祉事務所長に

提出するものとする。 

 

 

要綱制定 昭和４５年１月１９日社第１－５８号 

 

 附 則（平成１３年１２月２７日一部改正） 

  １ この要綱は、平成１３年１２月２７日から施行し、平成１３年度の補助金から適  

用する。   

  ２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式により提出されている申  

請書その他の書類は、この要綱による改正後の様式により提出された申請書その他  

の書類とみなす。 

 



 附 則（平成１５年３月２６日一部改正） 

    この要綱は、平成１５年４月１日から施行し、平成１５年度の補助金から適用す  

る。 

 

 附 則（平成１７年３月７日一部改正） 

  １ この要綱は、平成１７年３月７日から施行し、平成１６年度の補助金から適用  

する。   

  ２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式により提出されている申  

請書その他の書類は、この要綱による改正後の様式により提出された申請書その他  

の書類とみなす。 

 ３ 寒冷地加算については、第３の１にかかわらず、平成１６及び１７年度年度の２  

年度は経過措置として実施することとする。 

 

 附 則（平成１８年３月２８日一部改正） 

    この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度の補助金から適用す  

る。 

 

  附 則（平成２０年９月２５日一部改正）                                      

  １ この要綱は、平成２０年９月２５日から施行し、平成２０年６月１日以降の補助  

金から適用する。                                                      

  ２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の様式により提出されている申 

   請書その他の書類は、この要綱による改正後の様式により提出された申請書その他 

   の書類とみなす。                                                            

 

 附 則（平成２７年４月１日一部改正） 

   この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度の補助金から適用す 

る。 


